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【訂正内容】

訂正箇所は、＿罫で示しております。

 

第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

【社債管理者を設置しない場合】

 

（中略）

 

２【新規発行社債（劣後特約が付されている場合）】

（中略）

 

<楽天株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報>

（訂正前）

（前略）

８　借換制限

当社は、当社が本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下「期限前償還等」という。）する場合

は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額（下記に定義する。）につき借換証券（下記に

定義する。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）することにより資金を調達して

いない限り、本社債につき、期限前償還等をしないことを意図している。ただし、期限前償還等を行う日

が平成35年12月13日以降となる場合において、以下に該当する場合を除く。

当社のいずれかの期末又は各四半期末（当該期末又は四半期末が期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のう

ちに到来するものに限る。本項において以下同じ。）において、当社より公表（決算短信による公表を含

む。本項において以下同じ。）済み、かつ、最新の連結財務諸表に係る財務データ（以下「最新の財務

データ」という。）に基づき算出される当社調整連結自己資本金額（下記に定義する。）が、平成30年12

月期第３四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額に本社

債の発行価額の総額を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率（下記に定義する。）

が10.0％以上の場合。

「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た

本社債の払込期日における資本性（パーセント表示される。）を乗じた金額（信用格付業者毎に承認を得

た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。）

を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性（パーセント表示される。）（ただし、下記に

定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。）で除して算出される金額（信用

格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大き

い方の金額とする。）をいう。

「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをい

う。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資

本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。

① 当社普通株式

② その他株式

③ 同順位劣後債務

④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務

「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係

る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差

額」を控除し、１億円未満を四捨五入した金額をいう。

「当社調整連結自己資本比率」とは、最新の財務データにおける当社調整連結自己資本金額を、最新の財

務データにおける「負債及び資本合計」の金額で除し、小数点以下第２位を四捨五入した値をいう。

EDINET提出書類

楽天株式会社(E05080)

訂正発行登録書

2/7



（後略）

 

（訂正後）

（前略）

８　借換制限

当社は、当社が本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下「期限前償還等」という。）する場合

は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額（下記に定義する。）につき借換証券（下記に

定義する。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）することにより資金を調達して

いない限り、本社債につき、期限前償還等をしないことを意図している。ただし、期限前償還等を行う日

が平成35年12月13日以降となる場合において、以下に該当する場合を除く。

当社のいずれかの期末又は各四半期末（当該期末又は四半期末が期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のう

ちに到来するものに限る。本項において以下同じ。）において、当社より公表（決算短信による公表を含

む。本項において以下同じ。）済み、かつ、最新の連結財務諸表に係る財務データ（以下「最新の財務

データ」という。）に基づき算出される当社調整連結自己資本金額（下記に定義する。）が、平成30年12

月期第３四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額に本社

債の発行価額の総額を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率（下記に定義する。）

が10.0％以上の場合。

「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た

本社債の払込期日における資本性（パーセント表示される。）を乗じた金額（信用格付業者毎に承認を得

た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。）

を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性（パーセント表示される。）（ただし、下記に

定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。）で除して算出される金額（信用

格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大き

い方の金額とする。）をいう。

「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをい

う。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資

本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。

① 当社普通株式

② その他株式

③ 同順位劣後債務

④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務

「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係

る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差

額」を控除し、１億円未満を四捨五入した金額をいう。

「当社調整連結自己資本比率」とは、最新の財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成

要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額を、最新の財務データにおける「負債及び資

本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額で除し、

小数点以下第２位を四捨五入した値をいう。

（後略）

 

 

<楽天株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報>

（訂正前）

（前略）

８　借換制限

当社は、当社が本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下「期限前償還等」という。）する場合

は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額（下記に定義する。）につき借換証券（下記に

定義する。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）することにより資金を調達して

いない限り、本社債につき、期限前償還等をしないことを意図している。ただし、期限前償還等を行う日

が平成37年12月13日以降となる場合において、以下に該当する場合を除く。
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当社のいずれかの期末又は各四半期末（当該期末又は四半期末が期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のう

ちに到来するものに限る。本項において以下同じ。）において、当社より公表（決算短信による公表を含

む。本項において以下同じ。）済み、かつ、最新の連結財務諸表に係る財務データ（以下「最新の財務

データ」という。）に基づき算出される当社調整連結自己資本金額（下記に定義する。）が、平成30年12

月期第３四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額に本社

債の発行価額の総額及び第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行価額の

総額の合計の金額を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率（下記に定義する。）が

10.0％以上の場合。

「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た

本社債の払込期日における資本性（パーセント表示される。）を乗じた金額（信用格付業者毎に承認を得

た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。）

を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性（パーセント表示される。）（ただし、下記に

定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。）で除して算出される金額（信用

格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大き

い方の金額とする。）をいう。

「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをい

う。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資

本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。

① 当社普通株式

② その他株式

③ 同順位劣後債務

④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務

「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係

る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差

額」を控除し、１億円未満を四捨五入した金額をいう。

「当社調整連結自己資本比率」とは、最新の財務データにおける当社調整連結自己資本金額を、最新の財

務データにおける「負債及び資本合計」の金額で除し、小数点以下第２位を四捨五入した値をいう。

（後略）

 

（訂正後）

（前略）

８　借換制限

当社は、当社が本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下「期限前償還等」という。）する場合

は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額（下記に定義する。）につき借換証券（下記に

定義する。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）することにより資金を調達して

いない限り、本社債につき、期限前償還等をしないことを意図している。ただし、期限前償還等を行う日

が平成37年12月13日以降となる場合において、以下に該当する場合を除く。

当社のいずれかの期末又は各四半期末（当該期末又は四半期末が期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のう

ちに到来するものに限る。本項において以下同じ。）において、当社より公表（決算短信による公表を含

む。本項において以下同じ。）済み、かつ、最新の連結財務諸表に係る財務データ（以下「最新の財務

データ」という。）に基づき算出される当社調整連結自己資本金額（下記に定義する。）が、平成30年12

月期第３四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額に本社

債の発行価額の総額及び第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行価額の

総額の合計の金額を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率（下記に定義する。）が

10.0％以上の場合。

「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た

本社債の払込期日における資本性（パーセント表示される。）を乗じた金額（信用格付業者毎に承認を得

た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。）

を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性（パーセント表示される。）（ただし、下記に
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定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。）で除して算出される金額（信用

格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大き

い方の金額とする。）をいう。

「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをい

う。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資

本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。

① 当社普通株式

② その他株式

③ 同順位劣後債務

④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務

「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係

る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差

額」を控除し、１億円未満を四捨五入した金額をいう。

「当社調整連結自己資本比率」とは、最新の財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成

要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額を、最新の財務データにおける「負債及び資

本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額で除し、

小数点以下第２位を四捨五入した値をいう。

（後略）

 

 

<楽天株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報>

（訂正前）

（前略）

８　借換制限

当社は、当社が本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下「期限前償還等」という。）する場合

は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額（下記に定義する。）につき借換証券（下記に

定義する。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）することにより資金を調達して

いない限り、本社債につき、期限前償還等をしないことを意図している。ただし、期限前償還等を行う日

が平成40年12月13日以降となる場合において、以下に該当する場合を除く。

当社のいずれかの期末又は各四半期末（当該期末又は四半期末が期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のう

ちに到来するものに限る。本項において以下同じ。）において、当社より公表（決算短信による公表を含

む。本項において以下同じ。）済み、かつ、最新の連結財務諸表に係る財務データ（以下「最新の財務

データ」という。）に基づき算出される当社調整連結自己資本金額（下記に定義する。）が、平成30年12

月期第３四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額に本社

債の発行価額の総額、第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行価額の総

額及び第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行価額の総額の合計の金額

を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率（下記に定義する。）が10.0％以上の場

合。

「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た

本社債の払込期日における資本性（パーセント表示される。）を乗じた金額（信用格付業者毎に承認を得

た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。）

を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性（パーセント表示される。）（ただし、下記に

定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。）で除して算出される金額（信用

格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大き

い方の金額とする。）をいう。

「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをい

う。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資

本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
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① 当社普通株式

② その他株式

③ 同順位劣後債務

④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務

「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係

る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差

額」を控除し、１億円未満を四捨五入した金額をいう。

「当社調整連結自己資本比率」とは、最新の財務データにおける当社調整連結自己資本金額を、最新の財

務データにおける「負債及び資本合計」の金額で除し、小数点以下第２位を四捨五入した値をいう。

（後略）

 

（訂正後）

（前略）

８　借換制限

当社は、当社が本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下「期限前償還等」という。）する場合

は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額（下記に定義する。）につき借換証券（下記に

定義する。）を発行若しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）することにより資金を調達して

いない限り、本社債につき、期限前償還等をしないことを意図している。ただし、期限前償還等を行う日

が平成40年12月13日以降となる場合において、以下に該当する場合を除く。

当社のいずれかの期末又は各四半期末（当該期末又は四半期末が期限前償還等を行う日以前12ヶ月間のう

ちに到来するものに限る。本項において以下同じ。）において、当社より公表（決算短信による公表を含

む。本項において以下同じ。）済み、かつ、最新の連結財務諸表に係る財務データ（以下「最新の財務

データ」という。）に基づき算出される当社調整連結自己資本金額（下記に定義する。）が、平成30年12

月期第３四半期末の連結財務諸表に係る財務データに基づき算出される当社調整連結自己資本金額に本社

債の発行価額の総額、第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行価額の総

額及び第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行価額の総額の合計の金額

を加算した金額以上の場合、かつ、当社調整連結自己資本比率（下記に定義する。）が10.0％以上の場

合。

「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、各信用格付業者から承認を得た

本社債の払込期日における資本性（パーセント表示される。）を乗じた金額（信用格付業者毎に承認を得

た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額とする。）

を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性（パーセント表示される。）（ただし、下記に

定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。）で除して算出される金額（信用

格付業者毎に承認を得た資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大き

い方の金額とする。）をいう。

「借換証券」とは、以下の①乃至④の証券又は債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをい

う。なお、以下の①乃至③の場合については、当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の②乃至④の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資

本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。

① 当社普通株式

② その他株式

③ 同順位劣後債務

④ 上記①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務

「当社調整連結自己資本金額」とは、該当するいずれかの期末又は各四半期末における連結財務諸表に係

る財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差

額」を控除し、１億円未満を四捨五入した金額をいう。

「当社調整連結自己資本比率」とは、最新の財務データにおける「資本合計」から「その他の資本の構成

要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額を、最新の財務データにおける「負債及び資

本合計」から「その他の資本の構成要素」のうち「在外営業活動体の換算差額」を控除した金額で除し、

小数点以下第２位を四捨五入した値をいう。
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（後略）
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